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枚方市ではパートナーシップ宣誓を行われた皆様に婚姻関係と同等の行政サービスを提供するため、全
庁的に取り組みを進めており、現在下記の施策について制度の利用が可能ですのでお知らせいたします。
制度の利用については要件がございますので、詳細については各担当窓口までお問い合わせください。

【枚方市結婚等新生活支援事業】
（概要）新婚世帯や枚方市パートナーシップ宣誓

制度ご利用世帯の新たな生活を応援する
ため、住宅（建物）取得・賃借費用、引
越費用の補助を行います。
年齢要件、所得要件あり。

（担当）子ども未来部子ども青少年政策課

電話０７２－８４１－１３７５
FAX０７２－８４３－２２４４

【市営住宅入居申し込み】
（概要）高齢者や障害者等の世帯向けに枚方市が

供給する２団地（津田元町住宅、津田北
町住宅）の入居申請ができます。空室が
出た際に随時募集。所得要件等あり。

（担当）総務部総務管理室財産管理課

電話０７２－８４１－１２９８
FAX０７２－８４１－３０３９

下記の制度について、婚姻関係と同等の取り扱
いができます。詳しくは担当課までお問い合わ
せください。

【福祉オンブズパーソン申立て】
（担当）健康福祉部健康福祉政策課

電話０７２ー８４１－１３１９
FAX０７２ー８４１－２４７０

【保育所等の利用】
（担当）子ども未来部保育幼稚園入園課

電話０７２ー８４１－１４７２
FAX０７２ー８４１－４３１９

【留守家庭児童会室の利用】
（担当）枚方市教育委員会放課後子ども課

電話０５０－７１０５－８２０１
FAX０７２－８６７－８１３１

【枚方市若者世代空き家活用補助】
（概要）市内の空き家の除去や住宅の新築・リ

フォームにかかる工事費用を最大100万
円補助します。要件あり。

（担当）都市整備部住宅まちづくり課

電話０７２－８４１－１４７８
FAX０７２－８４１－５１０１

【府営住宅入居申し込み】
※大阪府の制度です。
大阪府のパートナーシップ宣誓制度導入により
申込みが可能になりました。
（概要）低所得者向けに大阪府が供給する公営住

宅の入居申請ができます。総合募集と随
時募集があります。所得要件等あり。ま
た、中堅所得のファミリー向けに供給す
る特定公共賃貸住宅についても入居申請
ができます。

各大阪府営住宅管理センターにお問い合わせ
ください。


